
小牧市休日急病診療所診療体制の変更について  

 

 

１．外科の廃止及び歯科の診療日変更  

診療科目  現行（診療日）  変更後（診療日等）  

内科・小児科  日曜日・祝日・12 月 31 日、

1 月 2 日及び 1 月 3 日  

ただし、外科については、令

和 7 年度はゴールデンウィ

ーク、年末年始（ 12 月 31 日

～ 1 月 3 日）のみ（他の診療

日は休診）  

日曜日・祝日・12 月 31 日、

1 月 2 日及び 1 月 3 日  

外科  廃止  

歯科  

5 月 3～ 5 日及び 12 月 31 日

～ 1 月 3 日  

（診療日の変更）  

  

【変更理由】  

 小牧市医師会等の要望等により、外科の診療日を令和 7 年度は暫定的に

変更したが、日曜日・祝日に市内で診療可能な医療機関があり、特に支障

が生じなかったことから、外科を廃止する。  

 また、歯科については、ゴールデンウイーク及び年末年始を除き患者数

が少なく、さらに日曜日・祝日に市内で診療可能な歯科医院もあり行政改

革の観点から診療日を変更（縮小）する。  

 

  

 

資料１  


